
（介護予防）通所リハビリテーション　入舟　　ご利用料金表

≪要介護≫ 単位：円

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

3660/回 3950/回 4260/回 4550/回 4870/回

8,630/月 8,630/月 8,630/月 8,630/月 8,630/月

19,200/月 19,200/月 19,200/月 19,200/月 19,200/月

1100/回 1100/回 1100/回 1100/回 1100/回

300/回 300/回 300/回 300/回 300/回

120/回 120/回 120/回 120/回 120/回

60/回 60/回 60/回 60/回 60/回

400/月 400/月 400/月 400/月 400/月

7,668/回 7,958/回 8,268/回 8,558/回 8,878/回

※1：利用者様毎に該当する加算(上記は利用開始６ヶ月以内)を算定させて頂きます。

※2：対象者に対して起算日より3ヶ月以内のご利用に算定させて頂きます。起算日は加算によって異なります。

≪要支援≫

※該当する場合にのみ算定させて頂きます。上記の合計金額には含まれていません。

※ご利用者様には、上記料金の　１割　または　2割　または　3割　をご負担いただきます。

※ご利用料金は、原則リハビリ利用月の翌々月に銀行引き落としをお願いしております。
※ご利用料金は、変更されることがありますのでご了承下さい。変更の際には、事前に文書にてお知らせ
　 いたします。

※令和3年4月1日の介護報酬改定により新潟市が7級地に区分されたことから、3年間に限り
　新潟市に所在する事業所の単価が、通所リハビリテーションは、10.17円となりました。
　 利用者様負担の料金は、それを加味した金額となりますので、予めご了承ください。

通所リハビリ費

　リハビリマネジメント加算　※1

認知症短期集中リハ加算　※2

短期集中リハ加算※2

理学療法士等体制強化加算

移行支援加算　

科学的介護推進体制加算

　合計（開始時）

　　　認知症短期集中リハ加算または短期集中リハ加算のどちらか一方を算定させて頂きます。

要支援１ 要支援２
介護予防通所リハビリ費 　20,530　　円／月 39,990　　円／月

生活行為向上リハビリ加算※ 　12,500　　円／月 12,500　　円／月

運動器機能向上加算 　　2,250　　円／月 　2,250　　円／月

事業所評価加算 　　1,200　　円／月 　1,200　　円／月

サービス提供体制強化加算Ⅲ

科学的介護推進体制加算 　　　400　　円／月 　　400　　円／月

合計 　24,620　　円／月 44,320　　円／月

サービス提供体制強化加算Ⅲ 　　　240　　円／月 　　480　　円／月

※ 2回/週の場合


